
別紙様式第１０－２

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式

平成２９年度

物 品 又 は 役 務 の
名 称 及 び 数 量
保 守 点 検 請 負 契 約

随意契約担当部課の
名 称 及 び 所 在 地

随 意 契 約 を
締 結 し た 日

随意契約の相手方の
氏 名 及 び 住 所

随意契約に係る
契 約 金 額

随 意 契 約 に よ る
こ と と し た 理 由

その他必要な事項
　（　備　考　）

無線LAN関連機器
保守契約

綜合病院山口赤十字病院
用度課

山口市八幡馬場53-1

平成２９年４月２０日 ユニアデックス（株）
関西営業統括部

大阪市北区大深町3-1

1,231,200円（税込） 契約の性質・目的が競争を許さな
いため、随意契約によることとし
た。
会計規則第３６条３項
会計規則施行細則第３５条１１項
に該当

ウロダイナミックシステムソーラー
TT 3TH型

綜合病院山口赤十字病院
用度課

山口市八幡馬場53-1

平成２９年５月１８日 （株）トムス中国営業所

広島市佐伯区五日市
中央５丁目10-17-101

3,650,400円（税込） 再度の入札をしても落札者がない
ため、随意契約によることとした。
会計規則施行細則第３６条に該
当

NPPV人工呼吸器 V60
搬送用人工呼吸器トリロジー02

綜合病院山口赤十字病院
用度課

山口市八幡馬場53-1

平成２９年５月１９日 フィリップス・レスピロニクス
（同）

港区港南2丁目13番37号
フィリップスビル

4,968,000円（税込） 再度の入札をしても落札者がない
ため、随意契約によることとした。
会計規則施行細則第３６条に該
当

超音波手術器 ソノペット
5450-851-000

綜合病院山口赤十字病院
用度課

山口市八幡馬場53-1

平成２９年５月２６日 海井医科器械（株）山口営
業所

山口市小郡黄金町
12番16号

10,540,800円（税込） 再度の入札をしても落札者がない
ため、随意契約によることとした。
会計規則施行細則第３６条に該
当

運動負荷心エコーエルゴメー
ター
付検査用診察台
アンギオCpet EC型

綜合病院山口赤十字病院
用度課

山口市八幡馬場53-1

平成２９年５月３０日 海井医科器械（株）山口営
業所

山口市小郡黄金町
12番16号

3,283,200円（税込） 再度の入札をしても落札者がない
ため、随意契約によることとした。
会計規則施行細則第３６条に該
当

医用テレメータ WEP-5218
ベッドサイドモニタ PVM-2703-
QQ1
心電・呼吸送信機 ZS-620P

綜合病院山口赤十字病院
用度課

山口市八幡馬場53-1

平成２９年６月１４日 ティーエスアルフレッサ
（株）山口機器試薬支店
　
山口市江崎字徳神二
2213番地6

4,417,200円（税込） 再度の入札をしても落札者がない
ため、随意契約によることとした。
会計規則施行細則第３６条に該
当
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ハイビジョン3D 内視鏡システム
KTC200EN
KTC302
K26605BA
KTM323JP

綜合病院山口赤十字病院
用度課

山口市八幡馬場53-1

平成２９年６月２２日 海井医科器械（株）山口営
業所

山口市小郡黄金町
12番16号

7,981,200円（税込） 再度の入札をしても落札者がない
ため、随意契約によることとした。
会計規則施行細則第３６条に該
当

磁気共鳴断層撮影装置
MAGNETOM Avanto
保守契約

綜合病院山口赤十字病院
用度課

山口市八幡馬場53-1

平成２９年６月２８日 シーメンスヘルスケア㈱中
国営業所

広島市南区的場町1丁目
2-19　　アーバス広島1F

13,284,000円（税込） 契約の性質・目的が競争を許さな
いため、随意契約によることとし
た。
会計規則第３６条３項
会計規則施行細則第３５条１１項
に該当

セントラルモニタ
HXC-1190

綜合病院山口赤十字病院
用度課

山口市八幡馬場53-1

平成２９年７月４日 海井医科器械（株）山口営
業所

山口市小郡黄金町
12番16号

1,998,000円（税込） 再度の入札をしても落札者がない
ため、随意契約によることとした。
会計規則施行細則第３６条に該
当

備考
　（１）　公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金欄に単価を記載した場合は
　　　予定調達総額を記載する。
　（２）　必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加える事ができる。
　（３）　随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。


